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 第３章 地域環境の保全 

 

第１節 大気環境の保全 

１ 大気の現状 

  私たちが生きるために欠かすことのできない大気は、太陽からの危険な光線を防ぎ、地上を

適度な温度に保つのに必要な酸素や水分を与え、私たちに食料や資材などの豊かな恵みをも

たらします。 

  大気汚染とは、光化学オキシダントなどの大気汚染物質の影響により、人間や動物の健康が

むしばまれ、植物の成長が妨げられるような状態をいいます。 

  これらの汚染物質について、人の健康や生活環境を守るために維持することが望ましい基

準（環境基準）が定められており、本市の大気環境がこの基準を達成しているかどうか監視を

行っています。 

 

（１）大気汚染監視体制  

本市の大気汚染の監視体制は、市内の8測定局（一般環境大気測定局7局、自動車排出ガス

測定局1局）において、自動測定により刻々と変化する各種の汚染物質や気象状況を測定し

ています。光化学オキシダント注意報などが発令されたときには、大気汚染緊急時の協力

工場や事業場に対し、排出ガス量等を少なくするための協力要請などを行っています。 

また、自動測定機以外による測定を、市内25地点で行っており、広域的分布と長期的変化

についても監視しています。 

 

大気環境テレメータシステム 

    【2025年（令和7年）3月31日現在】 
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一般環境大気測定局（7 局） 

※南小学校など 

自動車排出ガス測定局（1局） 

※福山市役所 

福山市中央監視局 

（福山市環境保全課） 

緊急時協力工場 

･事業場 

ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ緊急時 SOx 
緊急時 ばい煙 VOC 

JFE スチール㈱西日本製
鉄所 

○ ○ ○ 

瀬戸内共同火力㈱福山共
同発電所 

○  ○ 

広島化成㈱   ○ 

JFE ミネラル㈱福山製造
所 

○  ○ 

ツネイシカムテックス㈱
福山工場 

○   

早川ゴム㈱箕島工場  ○  

ふくやま環境美化セン
ター 

〇   
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※：●はテレメータ（専用回線を利用して測定データを送信し、集中管理するシステム）に接続されている項目。 

大気環境調査状況表 

                                                【2025年（令和7年）3月31日現在】 
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窒
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化
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（簡
易
測
定
法
） 

有
害
大
気
汚
染
物
質 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

① 南小学校 ● ● ●  ● ●  ● ● ● ●  ○ ○ ○ ○ 

② 培遠中学校 ●  ● ● ● ●   ●     ○  ○ 

③ 向丘中学校 ●  ● ● ● ●   ●        

④ 曙小学校 ● ● ● ● ●    ●   ● ○  ○ ○ 

⑤ 駅家北小学校 ● ● ● ● ● ●   ●       ○ 

⑥ 松永小学校 ● ● ● ● ● ●         ○ ○ 

⑦ 福山市役所 ●  ● ● ●  ●        ○  

⑧ 神辺支所 ●  ●  ● ●   ●       ○ 

⑨ 手城小学校             ○ ○   

⑩ 津之郷小学校             ○ ○   

⑪ 旧高島交流館             ○ ○   

⑫ 白茅配水池（鞆町）             ○    

⑬ 箕島南丘工業団地             ○    

⑭ 日吉台県営住宅              ○   

⑮ 戸田会館(東村町)              ○   

⑯ 赤坂東和苑              ○   

⑰ 新市支所             ○    

⑱ 沼隈支所             ○ ○   

⑲ 大津野小学校             ○ ○   

⑳ JA福山市神辺支店             ○    

㉑ 神辺西中学校              ○   

㉒ 旭丘小学校             ○    

㉓ 新涯ポンプ場              ○   

㉔ 水上スポーツセンター             ○    

㉕ 箕島第2公園              〇   

㉖ 箕島小学校             〇    

 合計（地点） 8 4 8 6 8 6 1 1 6 1 1 1 14 13 4 6 
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（２）大気汚染の状況 

ア 硫黄酸化物 

硫黄酸化物（SOX）は、火山ガス中に存在するほか、重油や石炭を燃焼する際に二酸化

硫黄として排出されます。これが、直接あるいは粒子状物質に吸着した状態で人体に取

り込まれると、呼吸器系疾患の原因になります。また、動植物に被害を及ぼすこともあり

ます。 

    硫黄酸化物による汚染は、経済の高度成長に伴う燃料消費量の急激な増加により拡大

しましたが、工場などの低硫黄分の燃料の使用、排煙脱硫装置等の防止対策により、現在

は著しく改善されました。本市では、4測定局で測定を行っており、すべての測定局で環

境基準を達成しています。 

 

二酸化硫黄（SO2）環境基準適合状況・経年変化 

【2024年度（令和6年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 
【環境基準】1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 

【適合条件】日平均値が 0.04ppm を超えた日数が有効測定日数（1 日の測定時間が 20 時間以上の測定日数）の

2％以内であり、かつ、環境基準を超えた日が 2 日以上連続しないこと。 

【評価対象】環境基準の評価は、有効測定局（年間の測定時間が 6,000 時間以上の測定局）に対して行う。 

 

イ 窒素酸化物 

窒素酸化物（NOX）は、物の燃焼に伴って生成される一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（N

O２）を総称したものです。主な発生源は、工場、事業場や自動車であり、また、ストー

ブ、給湯器など私たちの身のまわりにも数多くあります。 

窒素酸化物は、高濃度になると気管支ぜんそく、慢性気管支炎などの病気を引き起こ

す原因になります。また、オキシダントの要因物質の一つであるため、より一層の防止対

策が望まれます。 

本市では、8測定局で測定を行っており、すべての測定局で環境基準を達成しています。 

また、簡易測定器（NG-KN-S法）を市内13地点に設置して、窒素酸化物の測定を行って

おり、年平均値は0.008～0.013ppmの範囲でした。 

 

 

 

 

 

 

(日) (時間) (時間) (%) (日) (%) (ppm) (ppm) (日)

南 小 学 校 361 8540 0 0.0 0 0.0 0.032 0.005 0 適 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002

曙 小 学 校 364 8618 0 0.0 0 0.0 0.033 0.005 0 適 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

駅 家 北 小 学 校 363 8604 0 0.0 0 0.0 0.023 0.003 0 適 0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001

松 永 小 学 校 364 8603 0 0.0 0 0.0 0.022 0.003 0 適 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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環

境

基

準

適

否

測 定 局

有効
測定
日数

測定
時間

１時間値が
0.1ppmを
超えた

時間と割合

日平均値が
0.04ppmを
超えた

日数と割合

1時間値の
最高値

日平均値の
2%除外値

環境基準の長期
的評価による
日平均値が
0.04ppm

を超えた日数

2020
年
度

2021
年
度

2022
年
度

2023
年
度

2024
年
度

１時間値の年平均値
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二酸化窒素（NO2）環境基準適合状況・経年変化 

【2024年度（令和6年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境基準】1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 

【適合条件】年間の 1 日平均値のうち、低い方から 98％に相当する値が 0.06ppm を超えないこと。 

【評価対象】環境基準の評価は、有効測定局（年間の測定時間が 6,000 時間以上の測定局）に対して行う。ま

た、1 日平均値の評価にあっては、1 時間値の欠測が 1 日（24 時間）のうち 4 時間を超える場合

には、評価対象（有効測定日）としない。 

 

ウ 浮遊粒子状物質（SPM） 

大気中の微粒子は、工場や自動車の排ガス、建物解体により飛散した粉じん、光化学

反応等で発生する粒子、海域からの海塩粒子、火山の噴煙、黄砂など多くの種類があり

ます。 

粒径が10μm以下の浮遊粒子状物質（SPM）は、大気中に長時間滞留し、人間の気道や肺

胞に沈着して呼吸器系に影響を及ぼしやすいことから、国は環境基準を定めています。 

本市では、8測定局で測定を行っており、すべての測定局で環境基準を達成しています。 

 

浮遊粒子状物質（SPM）環境基準適合状況・経年変化 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境基準】1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

【適合条件】日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数が有効測定日数（1 日の測定時間が 20 時間以上の測定日

数）の 2％以内であり、かつ、環境基準を超えた日が 2 日以上連続しないこと。 

【評価対象】環境基準の評価は、有効測定局（年間の測定時間が 6,000 時間以上の測定局）に対して行う。 

(日) (時間) (ppm) (日) (%) (日) (%) (ppm) (日)

南 小 学 校 364 8610 0.043 0 0.0 0 0.0 0.014 0 適 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006

培 遠 中 学 校 355 8447 0.059 0 0.0 0 0.0 0.016 0 適 0.011 0.010 0.010 0.009 0.007

向 丘 中 学 校 361 8552 0.046 0 0.0 0 0.0 0.015 0 適 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005

曙 小 学 校 357 8483 0.053 0 0.0 0 0.0 0.017 0 適 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007

駅 家 北 小 学 校 362 8591 0.038 0 0.0 0 0.0 0.010 0 適 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

松 永 小 学 校 361 8541 0.037 0 0.0 0 0.0 0.016 0 適 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008

福 山 市 役 所 363 8611 0.050 0 0.0 0 0.0 0.021 0 適 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011

神 辺 支 所 363 8602 0.055 0 0.0 0 0.0 0.016 0 適 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006
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１時間値の年平均値

(ppm)
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測定
日数

測定
時間

1時間値の
最高値

日平均値が
0.06ppm
を超えた

日数と割合

日平均値が
0.04ppm以上

0.06ppm以下の
日数と割合

日平均値
の98%値

98%値
評価による
日平均値が
0.06ppm

を超えた日数

2020
年
度

(日) (時間) (時間) (%) (日) (%) (mg/m3) (mg/m3) (日)

南 小 学 校 365 8730 0 0.0 1 0.3 0.157 0.033 0 適 0.020 0.016 0.015 0.015 0.014

培 遠 中 学 校 365 8731 0 0.0 0 0.0 0.132 0.036 0 適 0.017 0.015 0.017 0.017 0.015

向 丘 中 学 校 365 8723 0 0.0 0 0.0 0.141 0.033 0 適 0.016 0.014 0.015 0.015 0.014

曙 小 学 校 364 8732 0 0.0 0 0.0 0.117 0.038 0 適 0.016 0.014 0.016 0.015 0.015

駅 家 北 小 学 校 364 8719 0 0.0 0 0.0 0.120 0.034 0 適 0.011 0.010 0.011 0.015 0.014

松 永 小 学 校 364 8713 0 0.0 1 0.3 0.139 0.036 0 適 0.019 0.017 0.018 0.017 0.016

福 山 市 役 所 365 8735 0 0.0 0 0.0 0.150 0.036 0 適 0.021 0.019 0.020 0.018 0.014

神 辺 支 所 365 8733 0 0.0 0 0.0 0.157 0.040 0 適 0.016 0.014 0.017 0.016 0.016

有効
測定
日数

測定
時間

1時間値の
最高値

1時間値が
0.2mg/m3を超えた
時間数と割合

日平均値が
0.1mg/m3を超えた

日数と割合測 定 局

環境基準の
長期的評価
による

日平均値が
0.1mg/m3を
超えた日数
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年
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度
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年
度

日平均値の
2%除外値
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１時間値の年平均値

(mg/m3)
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エ 微小粒子状物質（PM2.5） 

微小粒子状物質（PM2.5）は、浮遊粒子状物質（SPM）の中でも粒径が 2.5μm 以下の

微小粒子のことであり、呼吸器系や循環器系に影響を及ぼしやすいことから、国は環境

基準を定めています。工場や事業場からのばいじんや自動車排出ガスといった人為的要

因や火山の噴煙や黄砂等の自然的要因で発生するなど多様な要因が特徴です。 

本市では、6 測定局で測定を行っており、すべての測定局で環境基準を達成していま

す。 

 

微小粒子状物質（PM2.5）環境基準適合状況・経年変化 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境基準】1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3以下であること。 

【適合条件】1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3を超えた日数が有効測定日（1

日の測定時間が 20 時間以上の測定日）の 2％以内であること。 

【評価対象】環境基準の評価は、有効測定局（年間の測定時間が 6,000 時間以上の測定局）に対して行う。

また、1 年平均値の計算においては、有効測定日が 250 日に満たない場合には評価対象としな

い。 

 

オ 一酸化炭素                                                                 

一酸化炭素（CO）は、燃料中の炭素及び炭素化合物が不完全燃焼することにより発生し

ます。主な発生源は自動車であり、大気汚染問題として取り上げられるようになったの

は車社会の進展とともに、自動車排出ガスによる大気汚染が急速に増大したことにより

ます。 

本市では、自動車排出ガス測定局である国道2号沿いの福山市役所で測定を行っており、

環境基準を達成しています。 

 

一酸化炭素（CO）環境基準適合状況・経年変化 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

 

 

 

 

 

(日) (時間) (回) (%) (日) (%) (ppm) (ppm) (日)

福 山 市 役 所 365 8686 0 0.0 0 0.0 2.2 0.6 0 適 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

有効
測定
日数

測定
時間

環

境

基

準

適

否

１時間値の年平均値

(ppm)

測 定 局

8時間値が
20ppm

を超えた
回数と割合

2020
年
度

2021
年
度

2022
年
度

2023
年
度

2024
年
度

日平均値が
10ppm

を超えた
日数と割合

１時間値
の最高値

日平均値の
2%除外値

環境基準の
長期的評価
による

日平均値が
10ppmを

超えた日数

(日) (μg/m3) (日) (%)

培 遠 中 学 校 357 32.8 6 1.7 適 12.4 12.5 13.6 12.7 11.9

向 丘 中 学 校 357 31.6 5 1.4 適 13.1 12.1 12.9 12.6 11.9

曙 小 学 校 345 23.4 2 0.6 適 13.0 12.1 12.8 10.1 6.8

駅 家 北 小 学 校 354 30.4 3 0.8 適 11.4 9.4 10.1 9.0 10.0

松 永 小 学 校 340 24.0 3 0.9 適 8.7 8.8 9.6 8.9 9.7

福 山 市 役 所 357 29.5 3 0.8 適 10.7 9.1 9.2 10.2 11.6

日平均値の年平均値

(μg/m3)

日平均値の
年間98%値

日平均値が35μg/m3を
超えた日数とその割合

環

境

基

準

適

否

測 定 局

有 効
測 定
日 数

2020
年
度

2021
年
度

2022
年
度

2023
年
度

2024
年
度
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【環境基準】1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下である

こと。 

【適合条件】日平均値が 10ppm を超えた日数が有効測定日数（1 日の測定時間が 20 時間以上の測定日数）の

2％以内であり、かつ、環境基準を超えた日が 2 日以上連続しないこと。 

【評価対象】環境基準の評価は、有効測定局（年間の測定時間が 6,000 時間以上の測定局）に対して行う。 

 

カ 光化学オキシダント 

自動車排出ガスや工場から排出される窒素酸化物（NOX）と炭化水素（HC）が太陽光（紫

外線）により複雑な光化学反応によって生成される酸化性物質のうち、二酸化窒素を除

いたものが、光化学オキシダント（あるいはオキシダント）（OX）と称されています。 

大気中のオキシダント濃度は、夏季の陽射しが強く風が弱い、蒸し暑い日に高濃度と

なりやすく、眼の刺激やのどの痛みなど人体への影響のほか、植物を枯らしたり、ゴム

の劣化現象も引き起こします。 

本市では、6 測定局で測定を行っていますが、すべての測定局で環境基準を達成して

いません。 

 

オキシダント（OX） 環境基準適合状況・経年変化 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【環境基準】1 時間値が 0.06ppm 以下であること。  

【適合条件】昼間（5 時から 20 時）のすべての 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

 

光化学オキシダント濃度の経年変化 

（8 時間平均値の日最高値の年間 99 パーセンタイル値の 3 年移動平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日) (時間) (ppm) (日) (時間) (日) (時間)

南 小 学 校 365 5408 0.097 73 358 0 0 否 0.032 0.033 0.031 0.031 0.034

培 遠 中 学 校 365 5415 0.107 78 331 0 0 否 0.032 0.032 0.031 0.029 0.034

向 丘 中 学 校 365 5413 0.119 101 536 0 0 否 0.036 0.036 0.036 0.035 0.038

駅 家 北 小 学 校 365 5407 0.093 77 330 0 0 否 0.033 0.032 0.033 0.032 0.033

松 永 小 学 校 365 5409 0.103 86 443 0 0 否 0.034 0.034 0.034 0.033 0.035

神 辺 支 所 365 5372 0.098 64 269 0 0 否 0.033 0.032 0.032 0.031 0.033

昼間の1時間値が
0.12ppm
以上の

日数と時間

環

境

基
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否
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測 定 局

昼間測定
日数

昼間測定
時間

昼間の
1時間値
の最高値

昼間の1時間値が
0.06ppm
を超えた
日数と時間

2020
年
度

2021
年
度

2022
年
度

2023
年
度

2024
年
度

0.081 0.082
0.084

0.087 0.088 0.087 0.087

0.084
0.082

0.078 0.077 0.078

0.075

0.080

0.085

0.090

0.095

0.100

2011～

2013

2012～

2014

2013～

2015

2014～

2016

2015～

2017

2016～

2018

2017～

2019

2018～

2020

2019～

2021

2020～

2022

2021～

2023

2022～

2024

（ppm）



- 58 - 

キ 炭化水素 

炭化水素（HC）は、光化学オキシダントの生成に深い関係があることから注目されてい

ます。 

炭化水素の大部分はメタンですが、光化学オキシダントの生成に関係がないメタンを

除いた炭化水素を非メタン炭化水素と定めて、別々に測定しています。主な発生源は、石

油関係の工場、自動車、ガソリンスタンドであり、家庭でも灯油やガスなどの燃料から排

出されています。 

本市では、南小学校で測定を行っており、近年横ばいで推移しています。 

 

非メタン炭化水素（NMHC）測定状況・経年変化 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

 

 

 

 

 

 

ク 有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそ

れのある物質のことです。 

その中でも、特に人の健康に係る被害が生ずるおそれがある程度高いと考えられる23

物質を「優先取組物質」とし、重点的にその排出抑制が図られることとなりました。また、

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの3物質については、施設ごとに

排出抑制基準が定められています。 

本市では、「有害大気汚染物質モニタリング地点選定ガイドライン」を参考に、測定項

目及び測定地点を選定して測定を行っており、環境基準の定められている4物質について

は、環境基準を達成しています。 

有害大気汚染物質の年平均値【2024年度（令和6年度）】 

  （単位 μg/m3） 

測定項目 ①南小学校 ④曙小学校 ⑥松永小学校 ⑦福山市役所 環境基準等 

ベンゼン 0.66 0.71 0.67 0.75 3 

トリクロロエチレン 0.27 0.19 0.018  130 

テトラクロロエチレン 0.019 0.059 0.015  200 

ジクロロメタン 0.64 0.68 0.68  150 

アクリロニトリル 0.013  0.008  （2） 

塩化ビニルモノマー 0.008    （10） 

水銀及びその化合物 0.0014 0.0014 0.0014  （0.04） 

ニッケル化合物 0.0019 0.0023   （0.025） 

アセトアルデヒド 0.83 0.85  0.98 （120） 

クロロホルム 0.14    （18） 

酸化エチレン 0.025 0.026   未設定 

1,2－ジクロロエタン 0.12 0.11 0.12  （1.6） 

1,3－ブタジエン 0.034   0.050 （2.5） 

(時間) (ppmC) (日) (ppmC) (ppmC) (日) (%) (日) (%)

南 小 学 校 8574 0.11 362 0.23 0.02 2 0.6 0 0.0 0.07 0.08 0.07 0.08 0.11

2021
年
度

2022
年
度

2023
年
度

2024
年
度

測定
時間

6～9時3時間平均値 １時間値の年平均値

測 定 局

6～9時に
おける
年平均値

6～9時
測定日数

(ppmC)

最高値 最低値

6～9時3時間値
が0.20ppmCを

超えた
日数と割合

6～9時3時間値
が0.31ppmCを

超えた
日数と割合

2020
年
度
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測定項目 ①南小学校 ④曙小学校 ⑥松永小学校 ⑦福山市役所 環境基準等 

ベンゾ［ａ］ピレン 0.00017   0.00014 未設定 

ホルムアルデヒド 1.4 1.7  1.6 未設定 

ヒ素及びその化合物 0.0012 0.0011   （0.006） 

ベリリウム及びその化合物 0.000005    未設定 

マンガン及びその化合物 0.02 0.02   （0.14） 

クロム及び三価クロム化合物 0.003    未設定 

六価クロム化合物 0.00011    未設定 

トルエン 4.5   2.4 未設定 

塩化メチル 1.5    （94） 

※（ ）内の数字は指針値。 

※ダイオキシン類については、「第 6 節 化学物質による環境リスクの低減」に記載。 

 

ケ 石綿（アスベスト） 

アスベストは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、「せきめん」「いしわた」と呼ば

れています。その繊維が極めて細いため、大気中に飛散したアスベストを吸い込むと健

康被害が生じます。アスベストによる大気汚染の現状を把握するため、地域特性ごとの

環境大気中のアスベスト濃度を調査しています。  

 

2024 年度（令和 6 年度）調査の状況 

                    （単位 本/L） 

地域特性 測定場所 測定地点 総繊維数濃度 

一般環境 

（幹線道路沿線地域） 
一般国道 2 号 

一般国道 2 号沿道 0.056 

市役所南側駐車場 0.139 

一般環境 

（商工業地域） 
南小学校 

南小学校校舎側 0.102 

南小学校大気測定局舎側 0.174 

解体現場等 
津之郷町 建築物等解体作業 0.056 未満～0.17 

新涯町 建築物等解体作業 0.056～0.17 

※大気汚染防止法に基づく「特定粉じん発生施設」に係る隣地との敷地境界における規制基準。 

大気中のアスベスト繊維の本数が、1L につき 10 本。 

※「一般国道 2 号」「南小学校」は、3 日間測定の幾何平均値で算出。 

※幾何平均値の算出に当たっては、検出下限値未満の場合、検出下限値の値を用いて算出。また、すべての

測定結果が検出下限値未満の場合、幾何平均値は検出下限値未満とした。 

 

コ 降下ばいじん 

降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち、降雨等によって降下してくる物質で、工

場や事業場からのばいじんや自動車排出ガスといった人為的要因や火山の噴煙や黄砂等

の自然的要因など様々な原因のものが含まれます。 

粒径が小さいために健康影響があるSPMやPM2.5とは異なり、降下ばいじんには環境基

準の設定がありません。しかし、屋根や外壁の汚れなど生活環境上の支障となり得るこ

とから、市内14地点で状況把握のための測定をダストジャー法により実施しています。 

降下ばいじんは、大きく分けて硫酸イオンなどの溶解性物質、灰分などの不溶解性物

質の2種類があり、それぞれの成分についても調査しています。 
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降下ばいじん 総量及び主な成分の年平均値【2024年度（令和6年度）】 

（単位 t/k㎡/月） 

項目 

測定地点 
総量 

不溶解性成分 溶解性成分 

総量 灰分 鉄 総量 ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ 硫酸ｲｵﾝ 

①南小学校 2.9 2.0 1.4 0.18 1.0 0.15 0.17 

④曙小学校 3.7 2.6 1.8 0.28 1.1 0.15 0.25 

⑨手城小学校 4.5 3.7 2.8 0.27 0.8 0.24 0.18 

⑩津之郷小学校 2.2 1.1 0.7 0.082 1.1 0.09 0.16 

⑪旧高島交流館 2.9 1.9 1.1 0.29 1.0 0.14 0.22 

⑫白茅配水池（鞆町） 2.3 1.2 0.6 0.18 1.1 0.12 0.21 

⑬箕島南丘工業団地 6.4 5.1 3.1 0.92 1.4 0.35 0.48 

⑰新市支所 1.2 0.4 0.3 0.037 0.8 0.04 0.09 

⑱沼隈支所 2.0 1.1 0.8 0.13 0.9 0.07 0.14 

⑲大津野小学校 2.6 1.9 1.2 0.24 0.8 0.15 0.13 

⑳JA 福山市神辺支店 1.6 0.8 0.5 0.091 0.8 0.06 0.13 

㉒旭丘小学校 3.8 2.9 1.6 0.38 0.9 0.17 0.18 

㉔水上ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4.2 3.0 2.0 0.44 1.3 0.18 0.34 

㉖箕島小学校 5.1 3.8 2.5 0.75 1.3 0.28 0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気汚染常時監視測定局舎 
（市役所・自排局） 

降下ばいじん測定地点 
（手城小学校） 
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２ 大気汚染防止対策 

（１）発生源の規制 

大気の汚染源は、工場・事業場の固定発生源と、自動車などの移動発生源とに大別され

ます。 

移動発生源に対しては、国による段階的な規制強化が図られており、固定発生源に対し

ては、大気汚染防止法及び広島県生活環境の保全等に関する条例（以下「県条例」という。）

により、一定規模以上の施設（ばい煙及び粉じん発生施設）に、届出義務や排出基準の設

定、ばい煙排出状況の把握及び記録の義務付け等が定められています。 

また、2018 年（平成 30 年）4 月 1 日に改正大気汚染防止法が施行され、新たに一定規

模以上の水銀排出施設への規制が強化されました。 

大気汚染防止法及び県条例による 2024 年度（令和 6 年度）末のばい煙及び粉じん発生

関係施設の届出状況は、次のとおりです。 

 

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※（ ）の数字は、電気事業法・ガス事業法による外数 

 

大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設 

県条例に基づくばい煙発生施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県条例に基づく粉じん発生施設 

 

また、生活環境の保全を図るため、ばい煙排出量が多い工場については、個別に市と公

害防止協定等を締結し、より一層の厳しい基準を定めています。 

本市では、大気の汚染を防止するため、対象工場や事業場について、施設の維持管理状

況等の確認を行い、大気汚染防止法及び県条例、協定で定められた基準を遵守している

か、定期的な立入検査を行っています。 

2024 年度（令和 6 年度）は、大気汚染防止法及び県条例、協定に基づき、延べ 31 事業

場の検査を実施しました。煙道中の排ガス検査は 3 事業場で実施し、すべて基準に適合し

ていました。 

施設
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一定量以上の燃料を使用している工場や事業場には、硫黄酸化物と窒素酸化物につい

て、総量規制により排出できる総量が割り当てられており、より厳しい規制を行っていま

す。  

また、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化合物

（VOC）の排出の抑制を図るため、VOC 排出施設に対しても排出が規制されています。 

 

（２）石綿（アスベスト）問題への対応 

大気汚染防止法に基づき、建物や工作物に使用されている「吹付けアスベスト」等の除

去を行う場合、特定粉じん排出等作業実施届出の市長への提出、建材のアスベスト含有

有無の事前調査、使用機材の動作確認、事前調査結果の掲示などが義務付けられていま

す。 

2024 年度（令和 6 年度）は、32 件の特定粉じん排出等作業実施届出があり、届出の

あった作業場を含め、37 件の立入調査を行いました。 

また、2021 年（令和 3 年）4 月 1 日に施行された改正大気汚染防止法では、規制対象が

全ての石綿含有建材に拡大され、さらに、2022 年（令和 4 年）4 月 1 日からは、事前調査

結果の報告が義務付けられるなど、規制が強化されました。 

  

（３）緊急時対策 

光化学オキシダントは、気象条件などによっては一時的に高濃度の汚染を生ずることが

あります。このような場合に、被害を未然に防ぐため、4 月から 10 月までの期間を対象

とし、緊急時の措置として工場や事業場に、ばい煙の排出量又は揮発性有機化合物の排出

量の減少を要請するとともに、報道機関などを通して市民に周知しています。  

「広島県大気汚染緊急時措置要領」に基づき、オキシダント濃度の 1 時間値が 0.1ppm

以上となった場合は「オキシダント情報」、0.12ppm 以上となった場合は「オキシダント

注意報」、0.4ppm 以上となった場合は「オキシダント警報」が福山地区、松永地区、福山

北部地区の地区ごとに発令されます。 

 2024 年度（令和 6 年度）のオキシダント緊急時の発令状況は、「オキシダント情報」が

福山地区において 3 回、松永地区において 1 回発令されました。「オキシダント注意報」

及び「オキシダント警報」はいずれの地区でも発令されませんでした。 

なお、緊急時の措置は、硫黄酸化物、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質につい

ても定められています。硫黄酸化物については 1977 年度（昭和 52 年度）の発令を最後

に、その後発令はありません。二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については過去

一度も発令されたことはありません。 
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オキシダントの年度別緊急時の発令回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光化学オキシダントの発令時の状況 

 

 
通常時 

 
オキシダント発令時 

                  

  

情報 注意報 情報 注意報 情報 注意報

4月 0 0 0 0 0 0

5月 2 0 1 1 0 0

6月 0 0 0 0 0 0

7月 1 0 0 0 1 1

8月 1 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0

合計 4 0 1 1 1 1

4月 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0

6月 0 0 0 0 0 0

7月 2 1 0 0 1 1

8月 1 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0

合計 3 1 0 0 1 1

4月 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0

6月 2 0 1 0 0 0

7月 0 0 0 0 0 0

8月 1 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0

合計 3 0 1 0 0 0

2024年度
（令和6年度）

福山地区 松永地区 福山北部地区

2022年度
（令和4年度）

2023年度
（令和5年度）
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第２節 水質環境の保全 

１ 水質の現状 

  水は、空気とともに私たちの生活にとって欠くことのできない大切なものであり、毎日の生

活用水として使われているばかりでなく、農業用水や工業用水としても広く利用されています。 

  水質汚濁とは、川や海に自然のもつ浄化能力を超えた汚濁物質が排出されることで、人の健

康や生活環境に良くない影響が生じてくるような状態をいいます。このような状態から私たち

の健康を保護し、生活環境を守る上で、維持することが望ましい基準（環境基準）が定められ

ており、本市の水質環境がこの基準を達成しているかどうか監視を行っています。 

  

（１）川や海の監視 

川や海の水質を守っていく上での目標である環境基準には、「人の健康の保護に関する基

準（健康項目）」と「生活環境の保全に関する基準（生活環境項目）」があり、健康項目に

ついては、全国一律に27項目の基準が決められています。生活環境項目については、利用目

的によって河川を6段階、海域を3段階に分けて基準を定め、それぞれの水域に当てはめてい

ます（環境基準の類型指定）。また、生活環境項目には、「水生生物の保全に係る水質環境

基準（水生生物保全環境基準）」が設けられており、本市では、2015年（平成27年）3月に水

生生物保全環境基準の類型指定を受けた海域があります。 

1969年（昭和44年）から、これらの水域の水質状況を監視しており、現在は芦田川水域22

地点、高梁川水域1地点、芦田川周辺水域10地点、燧灘（ひうちなだ）北西部流入河川水域5

地点、海域10地点で調査を行っています。また、1989年度（平成元年度）からは、地下水質

についても毎年調査を行っています。 

 

（２）川や海の汚濁状況 

ア 河川 

（ア）芦田川 

芦田川は、瀬戸川などと合流し、備讃瀬戸にそそぐ全長86kmの一級河川です。 

芦田川の水は、農業用水、生活用水、工業用水など大切な水資源として広く利用され

ています。しかし、流域の宅地開発などによる市街化が進み、生活排水の量が増大した

ため、清澄な水資源の確保並びに環境保全の面からも改善が必要となっています。 

このため、1984年（昭和59年）10月から、芦田川流域下水道の供用が開始され、流域

市町において下水道の整備を進めるとともに、本市では、し尿と生活排水を併せて処理

する小型浄化槽の普及を図るため、1989年度（平成元年度）から小型浄化槽の設置者に

対する補助を実施し、生活排水対策を進めています。 

河川の汚れを表す目安となるBOD（Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素要求

量）について、2024年度（令和6年度）の芦田川水系の環境基準適合状況をみると、8地

点中4地点で環境基準を超えていました。 

なお、BOD75％値の10年間の経年変化をみると、年度によってばらつきはありますが、

芦田川水系では、ほぼ横ばいとなっています。 
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芦田川水系 BOD環境基準適合状況 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

地点番号 

地点名 

 項 目 

9 10 11 12 13 14 15 17 

芦田川 芦田川 芦田川 芦田川 高屋川 高屋川 瀬戸川 瀬戸川 

(上戸手) (中津原) (山手橋) (小水呑橋) (川北) (横尾) (山片橋) (観音橋) 

適 合 状 況 ※1 ○ ○ × × × × ○ 〇 

適合率(％) ※2 75 83 42 67 17 67 100 75 

75％値(mg/L) 1.9 1.6 2.8 3.2 3.0 3.5 1.3 2.8 

年平均値(mg/L) 1.4 1.5 2.3 2.4 2.6 2.9 1.3 2.9 

環境基準(mg/L) 2 以下 2 以下 2 以下 3 以下 2 以下 3 以下 2 以下 3 以下 

※1 適合状況は、75％値が環境基準を満足した場合に「○」としました。 
※2 適合率 ＝（環境基準に適合した日数）/（総測定日数）× 100  
※3 上戸手、中津原、山手橋、小水呑橋、川北、横尾は国土交通省が調査し、福山市が評価しました。  

 

BOD75％値経年変化（    は環境基準） 

芦田川調査地点（上戸手・中津原・山手橋・小水呑橋） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高屋川調査地点（川北・横尾） 
 
 
 
 
 
 
 

 

瀬戸川調査地点（山片橋・観音橋） 
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（イ）燧灘北西部流入河川 

市内には、芦田川水系以外の主な河川として、藤井川、本郷川、羽原川、山南川など

があります。これらの河川の水は、生活用水や農業用水などに広く利用されています。 

2024年度（令和6年度）のBODは、すべての地点において環境基準に適合していました。 

また、BOD75％値の経年変化をみても、環境基準を達成し、ほぼ横ばいの状況となっ

ています。 

 

燧灘北西部流入河川  BOD環境基準適合状況 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

地点番号 

地点名 

 項 目 

29 30 31 32 33 

藤井川 本郷川 本郷川 羽原川 山南川 

(講和橋) (荒神橋) (吾妻橋) (本庄神社前) (矢川) 

適 合 状 況 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ 

適合率(％) ※2 100 100 100 100 100 

75％値(mg/L) 1.5 1.0 1.3 1.6 2.1 

年平均値(mg/L) 1.3 0.9 1.2 1.4 1.9 

環境基準(mg/L) 3 以下 3 以下 3 以下 5 以下 3 以下 

※1 適合状況は、75％値が環境基準を満足した場合に「○」としました。 

※2 適合率 ＝（環境基準に適合した日数）/（総測定日数）× 100  

 

BOD75％値経年変化（    は環境基準） 

          藤井川調査地点（講和橋）         羽原川調査地点（本庄神社前） 
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（ウ）市内小河川・水路 

市内には、農業用水路・排水路などに利用されている小河川・水路が数多くあります。 

これらの小河川・水路は、類型指定されていませんが、現状を把握するために、取水

口、ポンプ場付近を中心に10地点で年4回の調査を行っています。少ない水量や流れの

停滞、未処理の生活排水の流入等の条件が重なることで水質が悪化している地点もあり

ます。これを改善するためには、下水道整備や浄化槽設置などの対策が必要です。 

 

イ 海域 

（ア）備讃瀬戸、燧灘北西部におけるCODの現況 

この水域は、瀬戸内海国立公園のほぼ中央に位置し、大変美しい島々のおりなす景観

は、全国でも屈指といわれていますが、外洋との水の交換が行われにくい海域でもあり、

様々な水質保全対策がとられてきました。 

2024年度（令和6年度）のCOD（Chemical Oxygen Demand：化学的酸素要求量）の環境

基準適合状況をみると、4地点中3地点で環境基準を超えていました。 

 

備讃瀬戸、燧灘北西部海域 COD環境基準適合状況 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

地点番号 

地点名 

 項 目 

1 2 5 7 

備讃瀬戸 備讃瀬戸 備讃瀬戸 燧灘北西部 

36-1 36-2 36-12 35-60 

適合状況（COD）※1 × × × 〇 

適合率(％) ※2 50 50 58 67 

75％値(mg/L) 6,9 4.5 2.2 2.0 

年平均値(mg/L) 4.3 3.1 2.1 2.0 

環境基準(mg/L) 3 以下 3 以下 2 以下 2 以下 

※1 適合状況は、75％値が環境基準を満足した場合に「○」としました。 

※2 適合率 ＝（環境基準に適合した日数）/（総測定日数）× 100 

 

COD75％値経年変化（    は環境基準） 
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（イ）備讃瀬戸、燧灘北西部における窒素・燐の現況 

海域に流入する窒素・燐などの栄養塩類の濃度上昇は、微細藻類・植物性プラン

クトンなどを主とする微生物の著しい増殖を引き起こし、酸素不足などの水質環境を

悪化させる富栄養化現象が生じます。 

2024 年度（令和 6 年度）の全窒素・全燐の環境基準適合状況は、4 地点中 2 地点で

全窒素が環境基準を超えていました。 

 

備讃瀬戸燧灘北西部海域 全窒素・全燐環境基準適合状況 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

地点番号  

地点名  

 項 目 

1 2 5 7 

備讃瀬戸 備讃瀬戸 備讃瀬戸 燧灘北西部 

36-1 36-2 36-12 35-60 

全窒素 

適合状況※ × × ○ ○ 

年平均値(mg/L) 2.1 1.4 0.16 0.13 

環境基準(mg/L) 1 以下 １以下 0.3 以下 0.3 以下 

全燐 

適合状況※ ○ ○ ○ ○ 

年平均値(mg/L) 0.058 0.074 0.026 0.022 

環境基準(mg/L) 0.09 以下 0.09以下 0.03 以下 0.03以下 

※ 適合状況は、表層の年間平均値が環境基準を満足した場合に「○」としました。 

 

全窒素濃度経年変化（    は環境基準） 
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全燐濃度経年変化（    は環境基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）海水浴場 

水質調査を行っている市内の海水浴場は、シーパーク大浜及びクレセントビーチの

2か所があり、2024年度（令和6年度）は、内海町横島にあるシーパーク大浜はおよそ6

千人、内海町田島にあるクレセントビーチはおよそ1万1千人が利用しました。 

これら海水浴場の水質については、遊泳期間前に調査を行い、2か所とも「適・水質AA」

でした。 

海水浴場水質調査結果 

                          【2024 年度（令和 6 年度）】 

海水浴場名 
遊泳期間前 

判 定 O-157 

シーパーク大浜 適・水質 AA 不検出 

クレセントビーチ 適・水質 AA 不検出 

 

〈水浴場水質判定基準〉 
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海水浴場でのサンプル採取 

区分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度

　適　水質(ＡＡ) 　不検出（検出限界2個/100mL）　油膜が認められない 2mg/L以下 1m以上

　適　水質( Ａ ) 　100個/100mL以下 　油膜が認められない 2mg/L以下 1m以上

　可　水質( Ｂ ) 　400個/100mL以下 　常時は油膜が認められない 5mg/L以下 1m未満～50cm以上

　可　水質( Ｃ ) 　1,000個/100mL以下 　常時は油膜が認められない 8mg/L以下 1m未満～50cm以上

　不適 　1,000個/100mLを超えるもの 　常時油膜が認められる 8mg/L超 50cm未満
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ウ 地下水 

地下水は、湧水や井戸水として人々の生活になじみ深いものですが、一般的に水温の変

化が小さく水質が清浄であることから、本市でも生活用水や産業用水などに広く利用され

ています。 

   トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物による地下水の汚染が社会的な問題となり、

また地下水は一度汚染されるとその回復が容易でないことから、汚染の未然防止のため、

本市においても1989年度（平成元年度）から、毎年調査を行っています。 

2024年度（令和6年度）は、5地点の地下水について調査をしました。環境基準の適合状

況をみると、継続監視調査地点においてトリクロロエチレンの超過がありました。 
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環境基準の類型指定及び環境基準点の汚濁状況 
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２ 水質汚濁の防止対策 

（１）水質汚濁の規制 

川や海を水質汚濁から守るために、水質汚濁防止法や県条例において特定施設が定めら

れています。 

特定施設を設置し、川や海などへ排水を出す工場又は事業場（特定事業場）は、その規

模や業種により、瀬戸内海環境保全特別措置法による許可申請又は水質汚濁防止法及び県

条例による届出を義務付けています。 

本市では、主に1日の平均排水量が50㎥以上の事業場、あるいは人の健康に被害を及ぼす

物質を排出するおそれのある事業場について、排水基準が守られているかどうか定期的な

立入検査を行っています。さらに、1日の平均排水量が50㎥以上の事業場については、濃度

規制に加えて総量規制も行っています。 

 

ア 法・県条例の届出状況 

川や海などへ排水を出す事業場は、その規模や業種により、水質汚濁防止法及び瀬戸

内海環境保全特別措置法並びに県条例により許可申請や届出をする必要があります。 

  水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法では101業種、県条例では4業種が届

出の対象になっています。 

2024年度（令和6年度）末での水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基

づく届出がある総事業場は52業種、738事業場であり、このうち瀬戸内海環境保全特別

措置法に該当する事業場は16業種、50事業場です。総事業場を業種別にみると自動式車

両洗浄施設、し尿浄化槽（201人以上500人槽以下）、旅館業の3業種で全体の約43％を占

めています。  

  また、2024年度（令和6年度）末での県条例に基づく届出のある事業場は120事業場で

あり、その主な業種はパン又は菓子製造業、理化学試験室で全体の約96％を占めていま

す。 

 

水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく業種別事業場数 

【 2025年（令和7年）3月31日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号番号区分 特　定　施　設 事業場数

71 自動式車両洗浄施設 153

72-2 し尿浄化槽　（201人～500人槽） 78

66-3 旅館業 83

67 洗たく業 67

3 水産食料品製造業 32

72 し尿処理施設 28

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 29

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業 22

その他（44業種） その他（44業種） 246

738合　計
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県条例に基づく業種別事業場数 

【2025 年（令和 7 年）3 月 31 日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

イ 水質の濃度規制  

    水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法並びに県条例では、業種や区分に

よって排水基準を定めています。この基準が守られているかどうかを調べるため、定期

的に特定事業場に立入り、特定施設の状況や汚水処理の状況について調査するととも

に、排水口で採水し、水質検査を行っています。 

    2024年度（令和6年度）は、特定事業場に対する立入調査を86回行い、そのうち66回

の排水検査を行いましたが、6件の排水基準違反等がありました。こうした事業場に対

しては、行政指導を行い、処理の方法や処理施設の改善などを指導しています。 

なお、特定事業場で、1日の最大排水量が50㎥以上の事業場については、排水基準値

以下であっても、許可値又は届出値を超えた場合には、行政指導を行っています。 

また、排水規制の対象とならない特定事業場についても随時立入調査を行い、届出内

容の確認や排水処理について指導を行っています。 

 

ウ 水質の総量規制 

 この制度は、従来の濃度規制では多量の水で薄めて流すことで規制基準に適合します

が、汚れの量は減らないことから、濃度と水量の積、すなわち「汚れの量（汚濁負荷

量）」そのもので規制する仕組みです。 

日平均排水量50㎥以上の事業場については、総量規制基準の遵守と排出する汚濁負荷

量を自ら測定して記録することが義務付けられ、瀬戸内海水域へ流入する汚濁負荷量を

的確に把握し、総量規制の実効を担保する手段として制度化されています。 

 

エ 地下水の水質汚濁の規制 

   水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成23年法律第71号）において、有害物質に

よる地下水の汚染を未然に防止するための規定が新たに設けられ、2012年（平成24年）

6月1日に施行されました。これにより、有害物質を使用、貯蔵等する施設の設置者に対

し、地下浸透防止のための構造等に関する基準の遵守義務、定期点検の実施及び結果の

記録・保存の義務等が新たに設けられました。本市では、有害物質貯蔵指定施設として

13事業場が届出されています。 

 

（２）生活排水への取組 

人の生活に伴い各家庭から排出される「生活排水」とは、トイレから出される「し尿」

と、台所、風呂、洗濯などから出される「生活雑排水」のことです。市内には、生活雑排

号番号区分 特　定　施　設 事業場数

1 パン又は菓子の製造業の用に供する洗浄施設 72

2 養豚業の用に供する施設 2

3 理化学に関する試験研究の用に供する洗浄施設 43

4 流水式塗装施設 3

120合　計
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水が未処理で排出されるみなし浄化槽やくみとりの世帯が多くあり、生活排水による水の

汚れを減らすため、下水道の整備や浄化槽の設置などの生活排水対策を進めています。 

 

ア 下水道の整備 

下水道は、衛生的な生活環境を確保し、市街地の浸水を防ぎ、更に公共用水域の水質

保全を図るなど、快適な都市環境を形成する上で大切な役割を果たしています。 

本市の公共下水道は、市街中心部の旧新浜処理区（面積806ha）は1978年度（昭和53年

度）に整備が完了し、2014年度（平成26年度）芦田川処理区へ編入しました。現在は、

芦田川処理区（面積9,502.8ha）と松永処理区（面積689.1ha）の整備を行っています。 

  2025年（令和7年）3月末現在の下水道処理人口普及率は76.9%で、浄化槽などを含め

た汚水処理人口普及率は、88.2%となっています。 

 

福山市の下水処理場 

区分 処理場名 計画処理人口 計画処理水量 

単独 松永浄化センター 
28,650 人 

（※29,290 人） 

12,940m3/日 

（※13,280m3/日） 

流域 芦田川浄化センター 
341,910 人 

（357,010 人） 

190,850m3/日 

（201,060m3/日） 

（※ ）は松永処理区の全体計画で尾道市流入分を含む。 

（  ）は流域下水道の全体計画で府中市分を含む。 

 

下水道処理人口普及率 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

イ 生活排水対策の啓発活動 

私たち一人一人が廃食用油の処理や洗剤の適正利用に心掛けるなど、実践していくこ

とが重要であり、本市では、学校などでの出前授業、環境月間行事、また「広報ふくや

ま」などを通じて、家庭でできる生活排水対策の啓発活動を推進しています。 

また、本市では、芦田川の水質浄化に対する地域住民の関心を高め、継続的な住民の

参画を促すための支援組織として、2004 年（平成 16 年）に設立された「芦田川環境マ

ネジメントセンター（AEMC）」と連携し、芦田川きれい☆きれいプロジェクト「川の健

康診断（6、11 月）」「水辺の学び舎（9 月）」「河川浄化チャレンジ月間（11 月）」など

の取組を進めています。 
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【芦田川クリーン５】 みなさんが家庭でできる、環境にやさしい５つの取組です。 

   

  

 

 

ウ 合併処理浄化槽設置の推進 

浄化槽によるし尿等の適正な処理と生活環境の保全のため、1985 年（昭和 60 年）10

月に浄化槽法が施行されました。浄化槽の設置者は、事前に設置届を提出することが法

律で義務付けられています。また、浄化槽法の改正により 2001 年（平成 13 年）4 月か

ら、みなし浄化槽（単独処理浄化槽）の新設が禁止されました。 

しかし、市内には多くの既設のみなし浄化槽が残存しており、生活排水による水の汚

れを減らすために、合併処理浄化槽への転換を進めていく必要があります。 

本市では、1989 年度（平成元年度）から小型浄化槽設置者に対し補助を実施してい

ます。2024 年度（令和 6 年度）は 51 基について補助金を交付しました。 

また、浄化槽法により、使用されているすべての浄化槽に対して、県知事が指定した

検査機関が行う法定検査の受検が、毎年 1 回義務付けられています。本市においても、

普及啓発や未受検者に対する受検指導を行うなど、受検率の向上に向けて取り組んでい

ます。 
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浄化槽設置基数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近年の補助額の変遷 

年度 補助額 

2009 年度（平成 21 年度）～ 

2014 年度（平成 26 年度） 

・5 人槽 332,000 円、7 人槽 414,000 円、10 人槽 548,000 円 

・みなし浄化槽を撤去する場合は 13 万円上乗せ補助あり。 

2015 年度（平成 27 年度）～ 

2020 年度（令和元年度） 

・補助対象を、みなし浄化槽又はくみとり便所の廃止に伴い、同一

敷地内に小型浄化槽を設置する場合に変更。 

・人槽毎の補助額に変更なし。 

・みなし浄化槽を撤去する場合は 18 万円上乗せ補助あり。 

2021 年度（令和 4 年度）～ 

・みなし浄化槽撤去時の上乗せを 9 万円に変更。 

・みなし浄化槽の廃止に伴い浄化槽を設置するものについて、宅内

配管工事費に対して上乗せ補助 30 万円開始。（建替え除く。リ

フォームのみ。） 

・人槽毎の補助額に変更なし。 

2023 年度（令和 5 年度）～ 

・みなし浄化槽を撤去する場合の上乗せ補助を 12 万円に変更。 

・くみとり便所の廃止に伴い浄化槽を設置するものについて、くみ

とり便槽撤去費に対して上乗せ補助 9 万円、宅内配管工事費に対

して上乗せ補助 30 万円開始。（建替え除く。リフォームのみ。） 

・人槽毎の補助額に変更なし。 

 

浄化槽補助金交付基数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位　基）

年度 浄化槽 みなし浄化槽 合計

2015（H27） 13,240 16,377 29,617

2016（H28） 13,626 15,853 29,479

2017（H29） 14,094 15,175 29,269

2018（H30） 14,507 14,797 29,304

2019（R元） 15,020 14,795 29,815

2020（R2） 15,533 14,591 30,124

2021（R3） 16,231 14,396 30,627

2022（R4） 16,895 14,296 31,191

2023（R5） 17,418 14,188 31,606

2024（R6） 17,777 14,112 31,889

（単位　基）

年度 設置届出数 うち補助基数 補助金交付額 補助基数累計

2015（H27） 566 194 86,884千円 9,940

2016（H28） 592 156 71,595千円 10,096

2017（H29） 654 162 72,268千円 10,258

2018（H30） 557 139 63,084千円 10,397

2019（R元） 574 106 46,538千円 10,503

2020（R2） 621 102 45,468千円 10,605

2021（R3） 782 111 61,488千円 10,716

2022（R4） 715 102 53,234千円 10,818

2023（R5） 672 80 58,026千円 10,898

2024（R6） 445 51 37,475千円 10,949
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第３節 土壌環境の保全 

１ 土壌汚染対策の現状 

 土壌汚染は、工場又は事業場から排出する排出水等に含まれる特定有害物質が農用地に蓄

積され顕在化する場合があり、1971 年（昭和 46 年）に農用地の土壌の汚染防止等に関する

法律が施行され、特定有害物質としてカドミウム・銅等について許容基準が定められまし

た。 

市街地の土壌汚染対策については、1991 年（平成 3 年）に「土壌汚染に係る環境基準」

が定められ、現在は 29 項目について設定されています。 

 また、全国的に工場等の自主調査、工場跡地の再開発、水質汚濁防止法に基づく地下水の

モニタリングの拡充などにより、土壌汚染が明らかになるケースがあります。 

 こうしたことから、土壌汚染による人の健康への影響の懸念や対策の確立への社会的要請

が高まり、土壌汚染対策法が 2003 年（平成 15 年）2 月に施行され、2010 年（平成 22 年）4

月及び 2019 年（平成 31 年）4 月には、土壌調査の対象となる土地の拡大等が盛り込まれま

した。 

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質の汚染による人への健康被害が生じることを防止

することを目的としています。そのため、特定有害物質を取り扱っている工場や事業場の廃

止や、一定規模以上の土地の形質の変更等の機会をとらえて、汚染の可能性の高い土地の調

査を実施することや、調査の結果、土壌汚染が判明し、それによって人への健康被害が生ず

るおそれがある場合には、必要な措置を講ずることを定めています。 

 

２ 土壌汚染対策 

（１）法による調査・届出状況 

本市において、2024 年度（令和 6 年度）は、調査命令に基づく土壌汚染状況調査結果

の報告は 5 件ありました。また、土壌汚染対策法による一定の規模以上の土地の形質の変

更届出は、32 件ありました。 

  

（２）県条例による調査 

2004 年（平成 16 年）10 月に県条例に土壌環境の保全が追加され、一定の規模以上の土

地の形質の変更時における土地履歴調査の実施など、一連の措置を義務付けることによ

り、土壌の汚染の有無を明らかにするとともに、汚染の拡大防止を図っています。 

2024 年度（令和 6 年度）は、土地履歴調査の報告が 37 件あり、そのうち土壌汚染確認

調査を必要とするものはありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 

第４節 騒音・振動対策 

１ 騒音・振動の現状 

（１）工場騒音・振動の現状 

騒音・振動に関する苦情については、中小規模の工場や資材置場などに起因するものが多

く、その背景には、住居と工場の混在している現今の土地利用状況があります。 

  

（２）環境騒音 

私たちは、工場・事業場、家庭用機器、自動車・鉄道などからの様々な音に接しながら

生活しています。そのため、健康で快適な生活をしていく上で望ましい音の大きさの基準

（環境基準）は、一般地域や道路に面する地域、新幹線鉄道に分けて定められています。

 本市では、騒音問題に係る地域の特性や環境基準の達成状況、経年変化などを把握するた

めに環境騒音の実態調査を行っています。 

 

ア 一般環境騒音 

一般地域の調査は、市内全域の山林を除く144地点を設定し調査を行っています。2024

年度（令和6年度）は、45地点で昼間測定を実施し、8地点で夜間測定を実施しました。環

境基準の達成率は、昼間の時間帯で96%、夜間の時間帯で100%でした。 

 

一般環境騒音・環境基準達成状況 

                    【2024年度（令和6年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定地点数 達成地点数 達成率 測定地点数 達成地点数 達成率

一種低層 1 1 100%

二種低層 1 1 100%

一種中高層 4 3 75% 1 1 100%

二種中高層

小計 6 5 83% 1 1 100%

一種住居 11 11 100% 3 3 100%

二種住居 1 1 100%

準住居

調整区域 20 19 95% 2 2 100%

都市計画外 2 2 100%

小　　計 34 33 97% 5 5 100%

近隣商業 1 1 100% 1 1 100%

商業

準工業 1 1 100% 1 1 100%

工業

調整区域 3 3 100%

工業専用

都市計画外

小　　計 5 5 100% 2 2 100%

45 43 96% 8 8 100%

用途地域
時間帯（昼間） 時間帯（夜間）

合　計

類型

A

B

C
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イ 交通騒音・振動 

交通騒音・振動として、国道等5地点について調査し、あわせて交通騒音の影響を背後

地において測定しました。すべての地点で、騒音・振動の限度値を達成していました。 

また、道路に面する地域全体の騒音暴露状況を把握し、自動車騒音対策を計画的、総合

的に行う基礎資料となるように、道路交通騒音の調査を行った5地点の調査結果を基に、

自動車騒音の面的評価を行いました。 

市内の幹線交通を担う道路に面する地域の環境基準の達成状況は、5年間の調査結果に

基づいて評価をするため、2020年度（令和2年度）から2024年度（令和6年度）までの調

査結果を用いて評価したところ、昼間・夜間ともに基準値を達成していたのは、全戸数1

3,829戸の内13,493戸（割合97.6%）でした。近接空間では、5,331戸のうち5,074戸（割

合95.2%）、非近接空間では、8,498戸のうち8,419戸（割合99.1%）でした。 

 

（３）近隣騒音の現状 

従来の騒音問題は、工場・事業場及び市街地内での建設工事にかかるものが大部分を占

めていましたが、近年、市街化開発による住宅と商業施設の混在や、住宅密集地域の増加

等により、近隣騒音が社会問題となっています。 

近隣騒音としては、飲食店等の深夜営業騒音、自動車のエンジン音、ペットの鳴き声や

人の話し声等の生活騒音が挙げられます。 

このように、近隣騒音は発生源が無数にあるため、誰もが加害者又は被害者になること

が考えられます。昼間・夜間を問わず、近隣の方へ迷惑がかかることのないよう、配慮す

る必要があります。 

本市では、関係機関と協力しながら、県条例による音響機器の規制、指導を行うととも

に、市民に協力を呼びかけています。 

 

騒音の大きさの目安       

110dB 自動車の警笛（前方 2m） 

100dB 電車が通るときのガードの下 

90dB 大声による独唱、騒々しい工場の中 

80dB 地下鉄の車内、ピアノの演奏（前方 1m） 

70dB 電話のベル、騒々しい事務所の中 

60dB 静かな乗用車、普通の会話 

50dB 静かな事務所 

40dB 市内の深夜、静かな住宅地の昼 

30dB 郊外の深夜、ささやき声 

20dB 木の葉のふれ合う音、置時計の秒針の音（前方 1m） 

 

振動の大きさの目安 

75～85 dB 家屋が揺れ、戸･障子がガタガタと鳴動し、器内の水面の動きがわかる程度 

65～75 dB 大勢の人に感じる程度であり、戸、障子がわずかに動く程度 

55～65 dB 静止している人に感じる程度 

55 dB 以下 人体には無感 
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２ 騒音・振動対策 

（１）法・県条例による届出状況 

騒音・振動公害から生活環境を守るために、騒音規制法や振動規制法並びに県条例により

規制が行われています。著しい騒音・振動を発生させる施設を「特定施設」、これを設置し

ている工場を「特定工場」と呼び、特定施設の種類や数、能力などについて市へ届出をする

こととなっています。 

本市においては、2024 年度（令和 6 年度）末時点で、騒音規制法で 983 工場、振動規制法

で 650 工場、県条例（騒音）で 809 工場が届出をしており、この特定工場については、敷地

の境界線上で定められている規制基準を守る義務があります。 

本市では、工場の騒音や振動の防止を図るために、定期的に工場などに立ち入り、実態調

査と指導を行っており、2024 年度（令和 6 年度）は、騒音規制法対象工場 15 工場、振動規

制法対象工場 11 工場、県条例（騒音）対象工場 8 工場について調査しました。 

そのうち、規制基準を超えている工場に対しては、防音や防振対策の必要性を説明すると

ともに、速やかに改善されるよう要請をしています。 

また、建設工事の中で特に騒音・振動が大きい作業を「特定建設作業」として定め、その

作業を行う者は 7 日前までに市長へ届出を行い、騒音・振動の基準を守ることが義務付けら

れています。 

2024 年度（令和 6 年度）の特定建設作業実施届出は、騒音規制法によるものは 204 件、振

動規制法によるものは121件でした。また、届出の大部分はさく岩機を使用する作業でした。 

本市では、住宅が密集しているところでの作業については、近隣住民の被害を未然に防止

するため、工法や時間帯などについて審査し、施工者に対し事前に作業内容などについて説

明するよう指導しています。 

 

（２）環境騒音対策 

山陽自動車道の騒音・振動については、本市が必要に応じ適宜測定しており、その結果に

より沿線に防音壁等を設置する対策が、道路管理者である西日本高速道路株式会社（NEXCO

西日本）により行われています。 

山陽新幹線沿線について、本市が騒音・振動の状況を把握するため、2024 年度（令和 6 年

度）は、2 地点で騒音・振動の測定を行いました。その結果、1 地点において、新幹線鉄道騒

音に係る環境基準を超えており、西日本旅客鉄道株式会社（JR 西日本）に対して、なお一層

の騒音・振動対策を要望しています。 
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第５節 悪臭対策 

１ 悪臭規制の状況 

（１）法による規制 

 ア 概要 

悪臭防止法は、工場や事業場での事業活動に伴い発生する悪臭物質の排出を規制する

ことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。 

本市は、2004 年（平成 16 年）12 月から様々な臭いに対応できる、人の嗅覚を利用し

て悪臭の程度を数値化する「臭気指数規制」を採用し、規制対象地域も市内全域に広げ

ています。 

 

イ 臭気指数規制 

（ア）規制地域 

市内の全域を対象とし、都市計画法に定める用途地域ごとに、土地の利用形態に応

じた規制基準値を定めています。 

区域の区分 該  当  区  域 

第 1 種区域 

・第一種低層住居専用地域  ・第二種低層住居専用地域 

・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 

・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域 

第 2 種区域 
・近隣商業地域 ・商業地域    ・準工業地域 

・工業地域   ・市街化調整区域 ・都市計画区域外 

第 3 種区域 ・工業専用地域 

 

（イ）規制基準 

悪臭防止法の規定により、臭気指数で用途地域の土地利用の形態に応じ、3 つの区

域ごとに、事業場等における敷地境界線での規制基準、煙突等の気体排出口での規制

基準及び排出水の規制基準を、次のとおり定めています。 

 

規制区分 第 1 種区域 第 2 種区域 第 3 種区域 

第 1 号規制基準（敷地境界線） 12 15 18 

第 2 号規制基準（排出口） 
敷地境界線の基準を基礎として、悪臭防止法の規定によ

る方法により算出する臭気強度及び臭気指数 

第 3 号規制基準（排出水） 28 31 34 

※第 1 号規制基準を定めると、第 2 号規制基準及び第 3 号規制基準は、悪臭防止法に規定する計算式により

算出される。 
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（２）県条例による規制 

悪臭防止法による規制の方法は、工場や事業場から排出される臭気を測定し、その測定

結果により適否を判断しますが、県条例による規制基準は、「悪臭を発生する工場･事業場

などの周辺の多数の住民に対し、著しい不快感を与えると認められる程度」となっていま

す。 

また、肥料又は飼料の製造業や養豚･養鶏業など悪臭の出やすい施設を特定施設と定

め、市長に届出をするよう義務付けています。このように事前に届出を行うことにより、

施設の状態を把握し、事前に有効な指導が行えるようになっています。 

本市では、15 事業場が届出されており、適宜これら事業場に立入調査を行い、実態に

応じた指導を行うことで、公害を未然に防ぐよう努めています。 

 

悪臭関係特定施設 

番号 施設の名称 規模又は能力 

1 

動物の肉、皮、骨、臓器等を原料とする肥料 

又は飼料の製造業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 

イ．原料置場 ロ．蒸解施設 ハ．乾燥施設 

－ 

2 

養豚業又は養鶏業の用に供する施設であって、

次に掲げるもの 

イ．飼養施設     ロ．収容施設 

ハ．飼料調理施設   ニ．鶏ふん乾燥施設 

養豚業にあっては生後6ヶ月以上の

豚 100 頭（特別地域においては、50

頭）以上、養鶏業にあっては生後 30

日以上の鶏 5,000 羽（特別地域にお

いては、500 羽）以上を飼養し、又

は収容できるものであること。 

 

  

最大着地濃度 

敷地境界 排水口 

第 2 号規制基準 

第 3 号規制基準 

第 1 号規制基準 

臭気サンプルの採取 
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（３）悪臭防止対策 

悪臭防止対策の基本は、作業工程の改善や発生源の密閉化などにより、発生源の数及び

発生量を減らすことにあります。また、発生した悪臭については、物質の成分･性質を十

分把握し、発生源ごとにその実態に合わせた対策が必要です。現在、実用的な脱臭方法と

して、燃焼、酸化、吸着、洗浄、マスキング、生物的脱臭方法などが用いられ、一定の効

果を挙げています。 

しかし、臭いの性質により、すべてを除去することは難しく、実態に応じ実効性のある

対策を講じなければなりません。そのため、高い煙突で拡散するほか、工場のまわりに植

樹をするなどの対策があります。牛や豚などの糞については、発酵堆肥化の処理や悪臭の

発生源の清掃なども指導しています。 
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第６節 化学物質による環境リスクの低減 

１ 化学物質の現状 

  現在、多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便さを提供しています。一方

で、化学物質の開発・普及は、20 世紀に入って急速に進み、人類や生態系にとって、それ

らの化学物質に長期間ばく露されるという状況が生じることとなりました。 

化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合

に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。ごみの

焼却や金属精錬による燃焼工程などで非意図的に発生するダイオキシン類は、その代表例で

す。ダイオキシン類問題については、2000 年（平成 12 年）1 月 15 日から施行されている

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、環境の汚染の防止等に関する施策を実施して

います。 

また、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物

質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全

上の支障が生じることを未然に防止することを目的として、「特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」が 2000 年（平成 12 年）3 月 30 日から施

行されています。 

また、有機フッ素化合物（PFAS）が市内河川で指針値（暫定）を超過して検出された事例

があったことから、「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第 2 版）」（環境省）に基づき

対応しています。 

 

（１）環境の常時監視 

ダイオキシン類について、大気の汚染、水質の汚濁（水質の底質の汚染を含む。）及び

土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護する上で維持されることが望ま

しい基準（環境基準）が定められており、本市の環境がこの基準を達成しているかどうか

監視を行っています。 
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（２）ダイオキシン類による汚染の状況 

ア 大気調査 

市内 6 地点で年 4 回（春、夏、秋、冬）それぞれ 1 週間サンプリングを行い調査した

結果、年平均値は、0.0073～0.0099pg-TEQ/m3の範囲内にあり、全調査地点とも環境基

準を達成していました。 

 

大気中のダイオキシン類測定結果   

【2024 年度（令和 6 年度）】 

  （単位 pg-TEQ/m3） 

調査地点 

(測定局舎名) 

測  定  結  果 

年平均値 
環境 

基準 春 

(5/20～27) 
夏 

(8/20～27) 

秋 

(11/22～29) 

冬 

(2/10～17) 

松永小学校 0.0081  0.0095  0.011  0.011  0.0099 

0.6 

南小学校 0.0094  0.0053  0.0045  0.0098  0.0073 

培遠中学校 0.0065  0.011  0.0051  0.012  0.0087 

駅家北小学校 0.012  0.0096  0.0070  0.010  0.0097 

曙小学校 0.011  0.0061  0.0058  0.010  0.0082 

神辺支所 0.0094  0.011  0.0076  0.0095  0.0094 

   

イ 水質調査 

水質、底質について市内 6 地点でサンプリングを行い調査した結果、全調査地点とも

環境基準に適合していました。 

 

水質関係のダイオキシン類測定結果 

【2024 年度（令和 6 年度）】 

  （水質の単位 pg-TEQ/L、底質の単位 pg-TEQ/g） 

調査地点 媒体 河川又は海域名 測定値 環境基準 

講和橋 

水質 

藤井川 0.16 

1 

吾妻橋 本郷川 0.19 

本庄神社前 羽原川 0.29 

観音橋 瀬戸川 0.21 

矢川 山南川 0.16 

備讃瀬戸（36-12） 備讃瀬戸 0.031 

講和橋 

底質 

藤井川 0.22 

150 

吾妻橋 本郷川 0.24 

本庄神社前 羽原川 1.0 

観音橋 瀬戸川 0.37 

矢川 山南川 1.7 

備讃瀬戸（36-12） 備讃瀬戸 4.3 

※調査日：河川は 2024 年（令和 6 年）5 月 10 日、海域は 2024 年（令和 6 年）5 月 8 日 
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ウ 土壌調査 

  山林等を除く地域の公共施設の土壌を対象に、一般環境 4 か所を調査した結果、

0.037～0.49pg-TEQ/g の範囲内にあり、全調査地点とも環境基準に適合していました。 

 

土壌中のダイオキシン類測定結果    

                        【2024 年度（令和 6 年度）】 

                （単位 pg-TEQ/g） 

測定場所 測定結果 環境基準 

日吉台小学校 0.13 

1,000 
城南中学校 0.037 

神村小学校 0.49 

熊野小学校 0.053 

※調査日：2024 年（令和 6 年）8 月 27 日 

 

（３）ＰＲＴＲ制度 

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律では、業種や

従業員数等一定の要件を満たす事業者は、前年度に各事業所で取り扱った対象化学物質につ

いて、大気や河川等の環境中へ排出した量及び廃棄物等として事業所外へ移動した量を、国

へ届け出ることが義務付けられています。国は、その届出データを集計するとともに、届出対

象外の事業所や家庭、自動車などから環境中へ排出される対象化学物質の量を推計して公表

しています。 

2024年度（令和6年度）は、市内の事業所から137件の届出があり、業種別では燃料小売業

の67件が最も多く、次いで製造業の53件で、この2業種で全体の約88%を占めています。続い

て、一般廃棄物処理業（6件）、下水道業（2件）、産業廃棄物処理業（2件）、その他（7件）

となっています。 

 

ア 排出量及び移動量の状況について  

2023年度（令和5年度）の市内の特定化学物質の総排出及び移動量は、1,759,032kg/年

でした。そのうち環境への排出量は、818,860kg/年（46.6%）で、大気への排出の割合が

高く、事業所外への移動量は、940,171kg/年（53.4%）となり、廃棄物としての移動量の

割合が高くなっています。また、ダイオキシン類の総排出・移動量は、23,227mg-TEQ/年

でした。  
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ＰＲＴＲ届出結果（左：総排出・移動量、右：ダイオキシン類の総排出・移動量） 

【2023年度（令和5年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※端数処理のため、量や割合の合計が一致しない場合があります。 

 

 

（ア）大気への排出量が多かった物質 

2023 年度（令和 5 年度）における大気への排出量が多かった上位 5 物質の合計は、

620,921kg/年であり、大気への全排出量 749,848kg/年の約 83%を占めていました。 

 

大気への排出量上位5物質 

【2023年度（令和5年度）】 
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（イ）廃棄物への移動量が多かった物質 

2023 年度（令和 5 年度）における廃棄物への移動量が多かった上位 5 物質の合計

は、618,172kg/年であり、廃棄物への全移動量 940,017kg/年の約 66％を占めていま

した。 

 

廃棄物への移動量上位5物質 

【2023年度（令和5年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRTR 届出結果の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 PRTR 制度の改正により、2023 年度（令和 5 年度）届出分から対象化学物質が 462 物質から 515 物質

（内、特定第一種指定化学物質は 15 物質から 23 物質）に変更されています。 

※2 ダイオキシン類を除いて集計しています。 

 

（４）有機フッ素化合物（PFAS）について 

国立保健医療科学院により、2022 年（令和 4 年）6 月から１年間かけ、芦田川や高屋川、

加茂川、深山川などの 56 地点において、PFAS の一種である PFBS 等の調査が行われまし

た。その結果、深山川の 4 か所で PFOS と PFOA の合算値が指針値（暫定）50ng/L を超過し

ていることを確認しました。 
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そのため、環境省の「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き（第 2 版）」に基づき、改め

て、周辺の河川 21 地点について調査を行い、深山川と谷尻川の 5 地点で指針値（暫定）の

超過を確認しました。これを受けて当該 5 地点の周辺において、飲用井戸水等の調査（46

検体を採水）を行いましたが、目標値（暫定）50ng/L を超えた検体はありませんでした。 

   今後、指針値（暫定）を超過した河川等について、モニタリング調査を行い、水質の季

節変動や経年変化を確認します。また、調査地点は、指針値（暫定）の超過があった深山

川（2 地点）に加え、四川（1 地点）や加茂川（1 地点）、高屋川（1 地点）、分水嶺を越え

た山野町の小田川（1 地点）とします。 

   なお、2025 年（令和 7 年）6 月 30 日に指針値（暫定）は、指針値に改められました。 

 

２ 化学物質対策 

（１）法による規制  

ダイオキシン類対策特別措置法では、火床面積 0.5m2（焼却能力 50kg/h）以上の廃棄物

焼却炉などを特定施設として定め、これらの施設を設置している事業者には、同法に基づ

く届出が義務付けられています。特定施設から排出される排出ガスや排出水には基準が定

められ、段階的に規制が強化されたことにより、ダイオキシン類による汚染の防止が図ら

れてきました。 

また、特定施設の設置者は、毎年 1 回以上、排出ガスや排出水（廃棄物焼却炉にあって

は焼却灰、集じん機によって集められたばいじん）につき、そのダイオキシン類による汚

染の状況を測定し、その結果を報告することが義務付けられています。 

なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正により、廃棄物焼却炉の構造

基準が強化され、2002 年（平成 14 年）12 月 1 日から、必要な設備が整っていない廃棄物

焼却炉は、使用できなくなりました。 

 

ア 法による届出状況 

  ダイオキシン類対策特別措置法による 2024 年度（令和 6 年度）末の届出状況は、大

気基準適用施設については、33 事業場で計 44 施設であり、その内訳は、焼結炉 4 施

設、廃棄物焼却炉 40 施設となっています。 

水質基準対象施設については、9 事業場で計 13 施設であり、その内訳は、廃棄物焼

却炉の廃ガス洗浄施設 7 施設、灰の貯留施設 5 施設、下水道終末処理施設 1 施設となっ

ています。 

 

イ 規制の状況 

  本市では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき立入調査等を行っています。 

2024 年度（令和 6 年度）は、廃棄物焼却炉 2 施設、焼結炉 1 施設に対し、行政検査

を行いました。 
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（２）設置者によるダイオキシン類の自主測定結果 

2024 年度（令和 6 年度）は、大気基準適用施設 24 施設、水質基準対象施設 1 施設につ

いて測定結果の報告がありました。その概要は次のとおりで、結果については、市ホーム

ページで公開しています。 

 

大気基準適用施設 

【2024年度（令和6年度）】 

     （単位 ng-TEQ/ｍ3N） 

特定施設の種類 報告施設数 
測  定  結  果 

最 小 最 大 

焼結炉 3 0.0082 0.054 

廃棄物焼却炉 21 0 4.4 

 

水質基準対象施設 

【2024年度（令和6年度）】 

       （単位 pg-TEQ/L） 

特定施設の種類 報告施設数 測  定  結  果 

下水道終末処理施設 1 0.00062 
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第７節 環境影響評価（環境アセスメント） 

環境影響評価（環境アセスメント）とは、事業者が環境に影響を及ぼすおそれのある事業に

ついて、事業の実施前にそれによる環境影響について十分に調査、予測及び評価を行うととも

に、それらの情報を公表することで地域住民・地方公共団体等の意見を聴き、それらを踏まえ

て環境保全対策を検討することによって事業計画をより望ましいものにしようとするものです。 

 国においては、1984年（昭和59年）8月に「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行い、

統一的なルールに基づく「閣議アセス」を実施してきました。その後、1997年（平成9年）6月

に「環境影響評価法」が制定され、1999年（平成11年）6月から全面施行されており、2013年（平

成25年）4月には、配慮書手続や報告書手続が創設されました。 

広島県においては、「広島県環境影響評価に関する条例」が制定され、1999年（平成11年）

6月から施行されました。2013年（平成25年）4月には、環境影響評価図書のインターネットの

利用による公表、関係市町に向けて方法書の要約書の送付、方法書説明会の開催が義務付けら

れました。 

 

環境影響評価の適用事業 

（「環境影響評価法」及び「広島県環境影響評価に関する条例」によるもの） 

【2025年（令和7年）3月31日現在】 

事業名 事業者 
事業実施 

場所 
種類 規模 摘要 

都市計画道路 福山道路 広島県 

大門町 

～ 

赤坂町 

道路 
15.0 

km 

評価書 

手続終了 

（法） 

廃棄物処理・リサイクル

事業 

株式会社 

カムテックス※ 
箕沖町 

廃棄物処理施設 

（産業廃棄物焼却施設）

500 

t/日 

評価書 

手続終了 

（条例） 

福山リサイクル発電事業 
福山リサイクル 

発電株式会社 
箕沖町 

廃棄物処理施設 

（ごみ焼却施設） 

314 

t/日 

評価書 

手続終了 

（条例） 

福山市汚泥再生処理セン

ター整備事業 
福山市 箕沖町 

廃棄物処理施設 

（し尿処理施設） 

200 

kℓ/日 

評価書 

手続終了 

（条例） 

福山共同発電所更新計画 

（新 2 号機） 

瀬戸内共同火力 

株式会社 
鋼管町 

火力発電 

（ガスタービン及び 

汽力） 

230,000 

kW 

評価書 

手続終了 

（法） 

福山市次期ごみ処理施設

整備事業 
福山市 箕沖町 

廃棄物処理施設 

（ごみ焼却施設） 

600 

t/日 

評価書 

手続終了 

（条例） 

※現在、ツネイシカムテックス株式会社。 
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第８節 快適な住環境の形成 

１ 一斉清掃 

全市一斉清掃やボランティア活動などにより、放置されたごみが少ないまちづくりを推進

しています。 

一斉清掃参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2016 年度（平成 28 年度）は、「芦田川を守る日」一斉清掃に市政施行 100 周年記念事業として地域清掃活

動を加え、全市的な取組として実施したため、参加者が大幅に増加しています。 

※2017 年度（平成 29 年度）の「全市一斉清掃」は、衆議院議員総選挙のため中止となりました。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「芦田川を守る日」一斉清掃は、2020年度（令和2年度）から

2022年度（令和4年度）まで、「全市一斉清掃」は、2020年度（令和2年度）及び2021年度（令和3年度）が

中止となりました。 
※「全市一斉清掃」は、2022年度（令和4年度）から、「環境にやさしい都市づくり」一斉清掃として、規模

を縮小し、市役所、福山駅を中心とした路上清掃を実施しています。 

 

２  福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例 

市民等、事業者、占有者等及び市が一体となって、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱

並びに路上喫煙を防止することにより、美しい快適な生活環境の保全と良好な都市環境の形

成を図り、あわせて資源の再生利用に資することを目的に制定しました。 

2022 年度（令和 4 年度）から、本条例を市民に周知することと併せて、ポイ捨てと路上

喫煙をしない、させないという機運を醸成するため、路上喫煙防止パトロールや清掃活動を

実施しています。 

 

３ 海洋プラスチックごみ防止に向けた清掃活動  

  広島県は、2021 年（令和 3 年）6 月 23 日に 2050 年までに瀬戸内海の新たな海洋プラス

チックをゼロにする「2050 輝く GREENSEA 瀬戸内ひろしま宣言」を行い、宣言の実現に向け

て必要な取組を検討・実施するため、関係する企業や団体等を参画メンバーとするプラット

フォームを設立しました。 

  本市においても、このプラットフォームに参画し、企業や関係団体、行政等の幅広い関係

主体が連携・協働することで、海洋プラスチックごみに係る課題解決に向けて取り組むこと

としており、2022 年度（令和 4 年度）から「福山 clean up 大作戦」として、海や福山駅

周辺等での清掃活動を実施しています。 

9,700 9,800 9,000 9,500

700 900

14,100

41,227

13,500
14,000 14,200

12,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

（人）

全市一斉清掃参加者 芦田川一斉清掃参加者
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福山 clean up 大作戦実績 

 

 

 

 

 

 

 

４ 町内清掃土等地元処理推進補助金制度 

環境美化に対する市民意識を一層高めることを目的に、町内清掃によって生じる清掃土等

を清掃実施団体が自主的に処理する場合に、補助金を交付します。 

 

   

 

     ※（ ）の金額は、中継地に搬入し、その後市において運搬処理するものの額。 

 

交付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 公園・緑地 

 都市内のオープンスペースや緑は、都市美を構成し、休息の場、遊びの広場、ふれあい

の場として、潤いと安らぎのある生活空間を創り出しています。 

また、騒音や大気汚染を防止するとともに、災害時の避難場所にもなり、快適で安全な生

活環境を保持するために不可欠な市民の共有施設です。 

2025年（令和7年）3月末現在の都市公園は、街区公園636、近隣公園20、地区公園3、総合

公園5、運動公園2、特殊公園7、広場公園1、都市緑地50の合計724か所で、総面積は、

315.80haとなっています。 

人口1人当たりの公園面積は、6.99㎡となっています（公園面積は都市計画区域内のもの）。 

 

 

 

 

区分 １トン車未満 １トン車以上 

補助金額 5,000 円（2,000 円※） 10,000 円（5,000 円※） 

（単位　台、千円）

実施台数 交付額 実施台数 交付額 実施台数 交付額

2015（H27） 1,197 4,959 423 2,975 1,620 7,934 203団体 345団体

2016（H28） 1,211 5,026 427 3,000 1,638 8,026 204団体 348団体

2017（H29） 1,214 5,026 422 2,960 1,636 7,986 206団体 346団体

2018（H30） 1,225 4,907 404 2,825 1,629 7,732 219団体 346団体

2019（R元） 1,197 4,815 400 2,765 1,597 7,580 218団体 346団体

2020（R2） 993 4,074 233 2,695 1,226 6,769 133団体 255団体

2021（R3） 1,015 4,076 325 2,220 1,340 6,296 204団体 322団体

2022（R4） 1,164 4,665 367 2,525 1,531 7,190 204団体 322団体

2023（R5） 1,201 4,754 360 2,395 1,561 7,149 205団体 335団体

2024（R6） 1,198 4,721 370 2,435 1,568 7,156 214団体 338団体

1トン車未満 1トン車以上
年度 実施団体数

延べ実施
団体数

計

実施回数 参加人数 ごみ回収量 実施場所

2022年度（令和4年度） 5回 784人 1,980kg
福山駅周辺、福山海岸、
クレセントビーチ海浜公園

2023年度（令和5年度） 4回 579人 1,146kg
福山駅周辺、内海支所周辺、
クレセントビーチ海浜公園

2024年度（令和6年度） 6回 1,047人 425kg
福山駅周辺、松永駅周辺、
芦田川かわまち広場
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６ 都市景観の形成 

（１）景観の保全 

美しく風格のある都市の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に向け、2011 年（平

成 23 年）3 月に「福山市景観計画」を策定し、中国・四国地方の拠点都市にふさわしい

良好な景観の形成を図っています。 

また、2019 年（平成 31 年）3 月には、市民の誇りである福山城天守のシンボル性の向

上をめざし、周辺建築物等の高さ制限を設けるため、福山市景観計画の部分改定を行い、

2020 年（令和 2 年）4 月 1 日に福山城周辺景観地区を指定しました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）空家等の適正管理の促進 

管理が不十分な空家等は、防災・衛生・景観面などから周辺地域に悪影響を与えるおそ

れがあるため、2015 年（平成 27 年）12 月に「福山市空家等対策条例」を制定しました。 

また、2016 年（平成 28 年）12 月に「福山市空家等対策計画」を、2021 年（令和 3 年）

3 月には「第 2 期福山市空家等対策計画」を策定しています。 

この計画に基づき、空家等の発生予防や抑制のほか、有効活用や適正管理の促進に取り

組んでいます。 

福山城天守 延広町久松通り商店街 


